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国際安全保障第41巻第2号

人道支援・災害救援と軍事組織
一国際安全保障の視点からー

吉崎知典

近年、大規模災害における救援・復興支援活動に軍事組織が積極的に関わる

傾向が強まっている。インド洋、パキスタン、ハイチでの大地震では、自衛隊

を含む各国の軍事組織が国際的な救援活動に参加した。また2011年3月11日の

東日本大震災に際して、自衛隊は10万人を超える態勢で救援活動に従事する一

方、米国の「トモダチ作戦 (OperationTomodachj) Jを通じて米軍と密接に協

力した。大規模災害における救援活動が多国間で行われる中で、国際協力の必

要は高まるばかりである。他方で、軍事組織による活動が「人道的空間」を脅

かすことへの危倶も示されており、この分野における民軍関係の構築も急務で

あろう (1)。

このような近年の動向を踏まえ、本特集では大規模災害における軍事組織の

役割とその課題を検討する。もとより、軍事組織は国家の防衛や治安確保を

主な任務として創設されており、国際緊急援助といった人道支援・災害救援

(humanitarian assistance and disaster relief: HAlDR)の任務は「非伝統的な任務」

と位置づけられる場合がある(2)。これとは対照的に、自衛隊のように、災害派

遣が国民から最も高い評価を得て、任務として定着している事例もある。こう

したさまざまな評価があるという現象をどう理解するべきであろうか。これが

第1の論点である。

次に、軍事組織による活動は他の行動主体(アクター)とどのような関係を

築くべきであろうか。インド洋津波や東日本大震災が示すように、大規模災害

への対処には、現地政府や地方公共団体をはじめとして、国際機関、地域機構、

国際部隊、非政府組織 (NGO) という多様なアクターが参加する。わが国で

も国際緊急援助活動を含む、 HA/DRを進める上で、「オール・ジャパン」とい

う視点で民軍連携を推進する思潮が認められる(3)。しかし、その一方で、軍事
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組織と民間組織の垣根を越えた、民軍連携や民軍協力が当然のものとみなされ

てきたわけではない。むしろ歴史的に見れば、人道支援の独立性を確保し、人

道活動の「政治化」ゃ「軍事化」を避けるため、文民主導の人道支援活動を軍

事組織による活動から峻別するという考えが基本であったといえる叱ここで

は民草間の分離こそが人道支援の基本となり、軍事組織への依存は「最後の手

段」とされる(51。こうした相対立する見解をどう評価するべきであろうか。こ

れが第2の論点である。

本稿はこの2つの聞いを軸に考察し、本特集号の導入とするものであり、次

のような構成をとる。第l節では、 HA!DRにおける軍事組織の役割について、

これまでの先行研究や、実務家が活用しているガイドラインを紹介する。第2

節では、災害対処に軍事組織がどのように関わるように変化したのか、地球規

模と地域という2つのレベルで検討する。もとより軍事組織は自国の国土防衛

を主たる任務とするが、その枠を大きく越えたHA!DRに、どのような戦略的

利益があるかを考察する。第3節では、軍事組織がHA!DRの分野でいかなる役

割を担うかを扱う。ここでは、マネージメント研究の成果を踏まえつつ、「目

に見える」機能と「日に見えない」機能へと二分し、整理を試みる。前者の

「目に見えるJ機能とは、軍事組織の能力や資産を医療・衛生、施設、食料と

いった分野で活用することを指す。後者の「目に見えない」機能とは、軍事組

織の存在感、その運用経験や情報やネットワークがもたらす、ある種の「安心

感」に着目する。つまり、軍事組織のハード・ウェアとソフト・ウェアの両面

から、議論を再構築してみたい。こうした議論を踏まえつつ軍事組織が今後、

HA/DRの分野で果たすべき役割について展望する。

HA/DRにおける軍事組織の役割一先行研究と活動ガイドライン

国際的な紛争や危機はそれぞれが独特であるといわれるが、大規模災害も同

様であろう O それぞれの災害が固有の背景から発生し、災害対応も多種多様で

あり、その結果として異なった影響を地域や世界に与える。大規模災害におけ

る軍事組織の役割についても、実務的視点からまとめたハンドブックやガイド

ライン、事例研究は多数あるが、それらを包括する研究は意外と数が少ない。

そうした中、 2004年のインド洋津波への国際緊急援助を皮切りに、本格的な研

究が始まった。これまでで最も包括的な研究として、ストックホルム国際平和

研究所 (SIPRI) が刊行した報告書『自然災害への対応における在外軍事資産
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の有効性j(6)がある。この研究は国連人道問題調整室 (UNOCHA)の委託調査

による成果であり、モザ、ンピークの洪水とサイクロン (2000年)、ハイチ洪水・

熱帯性暴風 (04年)、インド洋津波 (04年)、カシミールのパキスタン統治区域

における地震(05年)の4つの事例研究がなされている O その白眉といえるのは、

インド洋津波の事例である。被災後、 16カ国の外国政府から軍事資産が提供さ

れ、 14の国連専門機関、 38の現地組織、そして195の国際人道組織が3カ月間の

救援活動を行った。かつてない規模の活動には75機のヘリ、 41隻の船舶、 43機

の固定翼、3万人以上の人員が参画し、現地での民軍調整は困難を極めたという O

従来、国際緊急援助を進める上で軍事的能力の活用を「最後の手段」とする原

則があるが、インド洋津波後の救援活動は、こうした常識を根底から揺さぶっ

た。大規模災害における軍事組織の役割は再評価を余儀なくされ、これが新た

な出発点となった(同報告書における軍事組織の役割についての分析について

は、後述する)。

軍事・安全保障の視点から研究としては、米ランド研究所の『アジア太平洋

地域における国防省災害救援活動の教訓』仰がある。同研究ではミャンマーの

サイクロン (2008年)、インドネシア・西スマトラのパダン地震 (09年)、パキ

スタンの洪水 (10年)、東日本大震災とトモダチ作戦 (ll年)という4つの事例

が扱われており、アジア太平洋地域に限定して見れば、 SIPRI報告書の続編と

して位置づけられる。この報告書は、アジア太平洋各国の空輸・海輸能力を比

較するなど、軍事能力や資産を重視した報告書となっている叱

HNDRを扱いながら、特に日米協力に焦点を絞ったものとして、ピース・ウイ

ンズ・アメリカが編集した『同盟の強化 アジア太平洋地域における人道支援・

災害救援の態勢j(9)がある O この研究ではインド洋沖津波 (2004年)、ミャンマー

のサイクロン (08年)、四川大地震 (08年)、スマトラ地震 (09年)、ハイチ地

震とパキスタン洪水 (10年)、クライストチャーチ地震と東日本大震災 (11年)

が分析対象となっており、特に米太平洋軍が携わってきたHNDR活動を詳し

く扱っている。

アジア太平洋地域に限定しでも、事例研究は数多く存在する。例えば、イン

ド洋沖津波については、日米協力の視点から分析したものとして、ジェームズ・

ショフ編『危機にあって一日米の民軍災害救援調整』等(10)があり、その問題関

心は東日本大震災後のトモダチ作戦へと引き継がれることとなる O

複合震災であった東日本大震災については、地震、津波、福島第l原発事故

を扱った書籍や報告書が移しい数、出版されているが、安全保障という視点か
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ら見て示唆に富むのは以下のものであろう。まず震災当時を知る上で、北i幸俊

美防衛大臣、折木良一統合幕僚長、君塚栄治陸上自衛隊東北方面総監(いずれ

も当時)らの回想は必読であろう (11)。災害派遣活動の概要については、防衛省

がまとめた「東日本大震災への対応に関する教訓事項」の「中間取りまとめJ(12) 

と「最終とりまとめJ(13)が全体像を提示してくれる。

また、福島原発事故についても報告書が多数刊行されているが、福島原発事

故独立検証委員会の調査・検証報告書、および同報告書を編んだ船橋洋ーの『カ

ウントダウン・メルトダウン』が自衛隊や米軍の活動を克明に描き出してい

る(14)。

日米協力については前掲のランド研究所とピース・ウィンズ・アメリカの報

告書が詳しいが、災害救援の「国際協力」という視点からは、日米豪協力も見

逃せない(15)。なかでも、日豪連携を担当したティモシー・ジェレル陸軍大佐(当

時・在京豪大使館の国防武官)の論文 f3月11日東日本大震災および、核危機へ

の人道支援・災害救援対応に関する豪州国防軍の視点」は、米豪両国軍の関係

が日豪連携への道を聞いた態様を描いている。

こうした災害救援における民軍連携は多様な形をとり、全体像を把握する

ことは容易ではない。その点、米平和研究所 (USIP)が編纂した『国際機関、

非政府機関、軍の平和作戦・救援作戦ガイドブックJは平易にまとめられてお

り、米軍の指揮命令系統、そして主要な軍事装備品に至るまで紹介されてい

る(16)。また、こうした国際緊急援助活動の全容については、コッポラ (Damon

Coppola)の「国際災害救援論序説.1(1ηが豊富なデータを含み、参考になるだろう O

最後に、 HAlDRは被災地での活動が中心となるため、実際の現場で活用さ

れているガイドラインやマニュアルも概観しておこう。国連の活動において、

自然災害については『災害救助における在外軍事・民間防衛資産の活用に関

わるガイドライン.1(18)、いわゆる「オスロ・ガイドライン」が適用される。ま

た、人道危機を含む複合事態 (complexemergencies) については、いわゆる

fMCDAガイドライン」が適用される(19)。こうしたガイドラインはUNOCHAや

RelietWebのホームページに詳しい情報が提供されている(制。これらによれば

人道支援は人道、中立性、公平性の原理に従うものであり「外国の軍事資産は、

文民組織による代替策がなく、軍事資産のみが極めて重要な人道的ニーズを満

たし得る場合に限って要請されるべきJと定められる。つまり、軍事的能力の

活用は「最後の手段」と位置づけられているのである。

こうした国際機関の指針に加えて、各国軍のマニュアルも情報源として貴重
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である O 例えば、米国防省指令第5100.46号「海外救援活動J(21)といった文書

もホームページに掲載され、教育訓練から被災地の現場に至るまで幅広く活用

されている。

2 軍事組織とHA/DR-変化の背景

こうした先行研究や実務家ガイドラインを踏まえつつ、次に、箪事組織が災

害救援に積極的に関与するようになった背景について検討したい。ここでは地

球規模のレベルと、地域のレベルの2つに分けて考察する。

(1)地球規模のレベル

地球レベルの変化として、①グローパル・ガパナンスや「人間の安全保障」

への関心、②情報通信 (IT)革命による影響という2点を指摘できるだろう。

第lに、軍事組織によるHAlDR活動は、急速に進展するグローパル化の影響

を受けている。グローパルな秩序にあって、大規模災害で被災した住民を支援

することは、秩序の「公共性」という視点から必要となるだろう。地球温暖化

や異常気象によって、こうした自然災害の頻度と裂度がいっそう深刻になって

いることを踏まえれば、災害対処は人類共通の利益と位置づけられるだろう。

例えば『人間の安全保障委員会報告書J聞では、白然災害への対処を含む人道

救援活動は、治安、復興と再建、和解と共存、統治と能力強化という 4分野と

並んで重視されている。また、干魅、洪水、飢鐘といった自然災害は人道的危

機と連動して複合事態と化し、いっそう状況を悪化させる場合がある問。

こうした中、緊急援助関係の支出は増大傾向にあり、欧州連合 (EU) では

過去10年間で額が6倍になったといわれる O 注目すべきは、その中でNGOによ

る活動への依存が増大している点である。例えば過去20年間、緊急援助物資の

うち国連機関(世界銀行や国際通貨基金を除く)による輸送を、 NGOの輸送

が追い越したといわれる(24)。

以上のようなリベラルな国際秩序観によれば、自然災害対処は国際秩序の

維持に必要な機能と位置づけられる(2九例えば、第l期オパマ (BarackObama) 

政権下で国務省政策企画室長を務めたスローター (Anne-MarieSlaughter) は、

その著『国際秩序』の中で、実務 (regulators)、司法 Gudges)、立法 (legislators)

の各担当者の間で、すでに垂直的・水平的なネットワークが秩序を形成しつつ

あると指摘する。 HAlDRに世界各国の専門家、 NGO、そして軍事組織が参画

しているのは、こうした実務的ネットワークの拡大を反映するものであろう O
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地球規模のレベルで第2に指摘すべきは、IT革命によって、被災地の窮状が「見

えるJようになったことである。決壊する河川、破壊された橋梁、水没する家屋、

救出される被災者、残された瓦礁の山一一一こうした被災地の現状は、鮮烈な映

像とともに地球規模で伝播するoIT革命によって、被災地が可視化されること

により、軍事組織の活動は次の3点で影響を受けている O 第lに、被災地支援の

緊急性が視聴者の心に強く刻印されるため、軍事組織の持つ能力を最大限に活

用すべきとの動きにつながることである。被災時から 172時間」において、軍

事組織の持つ戦略的輸送、捜索救助、上空からの情報収集といった能力は、他

のアクターでは担保しにくい。第2に、 IT革命によって被災地がほぼリアルタ

イムで見えるようになったことにより、現場で危機管理に携わる担当者と、一

般の国民とのタイムラグは急速に縮小される。他方、参加するアクターの数が

拡大し、その多数のアクターの聞の連携や調整が複雑となる。とりわけ、人道

支援のための国際組織やNGOの要望に応えることは、軍事組織にとって大き

な課題となる。というのも、軍事組織が追求する明確な「指揮・命令 (command

and control: C2) Jは、人道組織が追求する緩やかな「協力と連携 (cooperation

and coordination: C2) Jと対立するからである。そして第3に、ツイッタ一、フェー

スブック、 YouTubeに代表されるソーシヤルメディアの拡大により、軍事組織

による活動の一挙手一投足が瞬時に映し出されることとなった点も見逃せな

い。その情報は個人の通信端末やパソコンを通じて瞬時に発信されるものとな

り、かつてのように政府から国民に向かつて一方的に発信するというスタイル

を大きく越えるものへと変貌したといえる。

以上のような変化一一人道支援の緊急J性、広範な民軍連携、メディアの拡大

一ーによって、軍事組織による救援活動は、住民の視線を意識するのみならず、

他のアクターとともに人道支援原則を踏まえることを求められる。こうした視

点を平素からの教育訓練に盛り込み、また政府による「戦略的コミュニケーショ

ン」の必要性もかつてないほど高まっているといえる。

(2 )地域協力の枠組み倒

これまで概観したように、地球規模で災害対処への関心が高まっているが、

なかでも近年、世界の被災人口の約6割を占めるアジア太平洋地域での関心は

高い。この地域にはインフラ整備や政府による対処能力が不十分な国家が多く、

インド洋津波 (2004年)、パキスタン地震 (2005年)、インドネシア地震 (2010

年)の事例では、外国の軍事組織への依存が高くなった。英ウイルトン・パー

ク国際会議の報告書は、国内災害において民軍を分離する固と、民軍を協力さ
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せる国があると分類しているが、アジア太平洋地域では軍主導の民軍協力が多

いといえる(27)。

加えて、アジア太平洋では、地域の安保協力メカニズムも脆弱であり、対話

をベースとした紛争の平和的解決への道も見えにくい。また、自然災害に起因

して人道危機へと発展する事例も認められる。災害対処が地域共通の関心であ

ることを踏まえれば、東南アジア諸国連合 (ASEAN) を中心とした制度的アー

キテクチャの強化は有効であろう(お)。例えば、 ASEAN地域フォーラム (ARF)

が取り組んでいる災害救援実動演習 (ARF-DiREx) は、捜索・救助訓練、医

療活動、建設・復旧活動、被災者輸送訓練といった分野での能力構築を指向し

ている。この枠組みに沿って、日本の能力構築支援は、各国の強靭性や復元力

を高めつつ、中長期的な開発と連動させることを目指している。すでに、日本

はインドネシアと2011年3月の第2回ARF・Di阻 xを共催し、 2013年5月の第3回

ARF・DiREx~こも参加した。また2013年6月、 ASEAN拡大国防大臣会議 (ADMM欄

Plus) の演習として初めてHNDRと防衛医療合同演習がブルネイで開催され、

米国や中国もこの演習に参加するなど、地域としての広がりを持ち始めている O

こうした実動演習は、 ASEANが推進している「自然災害対処において外国軍

の施設を利用する際のアジア太平洋地域ガイドライン」を基礎としており、国

連のオスロ・ガイドラインにも準拠する(却)。こうした制度化の試みが、具体的

な地域安保の改善へとつながるためには時間を要するが、自然災害への取り組

みがアジア太平洋地域で共通の対処枠組みを提供していることは確かである。

3 大規模災害における軍事組織の役割

すでに「先行研究」の部分で触れた通り、軍事組織が大規模災害で呆たす役

割について研究がなされているが、実務的な視点から細分化されているため、

その分類は複雑であり、全体像が把握しにくい酬。そこで本稿は、マネージメ

ント研究の成果を取り入れつつ、軍事組織の持つ「目に見える (tangible)J機

能と「目に見えない(intangible)J機能とに二分し、分類の簡素化を試みたい(311。

前者の「日に見える」機能とは、国連やNGOが採用しているクラスター分類

に沿って、医療、施設、輸送といった機能別に軍事組織として対応することを

意味する。後者の「目に見えない」機能とは、現地の住民に「安心感」を提供

するというものである。軍事組織は元来、治安確保の目的から設立され、装備

や保有し、訓練を行う。大規模災害という国家的難局にあって、住民に安心感
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を提供する機能は軍事組織に特有のものとされるが、その意味を探ってみたい。

(1)軍事組織の持つ「目に見える」機能

以下に見るように、軍事組織は、国連が設定している「クラスター制度(c1uster

system) Jに沿って人道支援・救援を担当すれば、活動の効率化につながるだ

ろう。その理由は、クラスター制度へと発想を切り替えることにより、軍事組

織が提供できる能力や資産に基づく「供給主導 (supplydriven) Jから、現地の

「需要主導 (demanddriven) Jへと転換することが可能となるからである。

現在のような国連クラスター制度は、 2004年のインド洋津波後、医療などの

人道支援が比較的円滑に調整された経験から生まれた問。前述のように、被災

後に国際機関、現地政府機関、 NGOを含む調整プロセスが肥大化し、その調

整コストも尼大なものとなった。その経験を踏まえて生まれたクラスター制度

は、パキスタン地震での救援活動、東チモールおよびハイチの国連PKOでも

採択されている。クラスター制度では、国連として人道支援、災害救援、平和

作戦を担当するにあたり、分野毎に主導する機関を指定し、その機関を中心と

Lて調整することが求められる O 国連の想定するクラスターとして、人道危

機においては10分野が想定されており、輸送、緊急通信、キャンプ調整・運

営、緊急避難、保健・衛生、栄養、水と衛生、教育、早期復旧、避難民の保護

における主導機関があらかじめ指定されている倒。この国連のクラスター制度

に対応して、国際人道NGOが参加する「スフイア・プロジェクト (TheSphere 

Pr句ect)Jでもこの分類を採用し、軍事組織との連携がなされている(制。軍事

組織による協力方式は、クラスターに応じて自ら設計することが合理的となる O

このクラスター制度の妙は、食料や医療といった専門分野による縦割りを意

識的に作る点にある O 民軍問では組織文化が異なり、お互いに行動をともにす

る機会もないため、直接的に民軍間の協力を求めてもかえって摩擦が起きやす

い。他方で、国が違っても軍と軍、 NGO同志では意思疎通が図りやすい。も

し専門家相互の意思疎通が容易であるならば、軍やNGOを問わず、分野別の

クラスターを設定すれば実務協力への心理的な抵抗は少なくなる。そして、時

間の経過とともにクラスター別に成果が上がれば、漸次、このクラスターを解

消して統合してゆく。クラスター制度とは、国際緊急援助活動での混乱や失敗

を踏まえて生まれたものであるといえる。

国連としての支援活動は、国連人道問題調整室によれば、次のように3つに

区分できる。すなわち、①現地住民へ救援物資を手波しする「直接支援」、②

救援物資や要員の輸送を担当する「間接支援」、③道路補修、空港の運営、救
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援用の発電等といった活動全般を支援する「インフラ支援」の3種類に区分で

きる。図1に示したように、人道・軍事ミッションの性格によって、民軍連携

の形は多様である。全体的な傾向として、治安が良い状況では人道活動の基本

原則が満たされるため軍との提携は容易であり、災害対処がこれに相当する O

他方、治安が悪化するにつれて民軍連携の幅はどんどん狭まる。また、インフ

ラ支援のように活動の政治性が薄いものほど、民軍協力の可能性は広がるとい

える。

図 1 人道支援組織と軍事組織の連携(国連民軍調整/UN-CMCoordによる)

|部隊の展開・不偏性| • 窓翠警護5

l¥軍事ミツシヨン 平和支援作戦 (PSO)

任務 平和的
平和作戦 (PO) 戦闘

人道ミツショへの 平和維持 平和執行
透

性低明
直接支援 可能性あり 可能性あり なし なし

間接支援 あり 可能性あり 可能性あり あり
土1v 

インフラ支援 あり あり 可能性あり 可能性あり

出典 UNOCHA，United Nations Civil-Military Coordination QグicerField Handbook， Version E. 1.1， The 

United Nations， 2008， p. 14 

(2 )軍事組織の持つ「目に見えないj機能

次に、軍事組織の「目に見えない」機能とは、現地における「安心感」の提供(リ

アシュアランス)である問。これは、制服を着た軍人が被災地に展開すること

を通じて、行政府が救援や復興に関与(コミット)することを象徴する。シェ

リング (ThomasSchelling) が指摘するように、 I(軍事組織による)コミット

メントはパートナ一、敵、そしてまったく知らない人の期待を変える」倒。組

織論の専門家として、福島原発事故に関する民間事故調の検証委員を務めた野

中郁次郎は、軍事組織によるコミットメントについて、「現場では、自衛隊と

米軍の統合作戦が最後の砦の役割を遂行し、その協調関係が米国の積極支援を

引き出した」と高く評価している問。現場に安心感をもたらす機能は、軍事組

織が災害事態よりもはるかに劣悪な状況で行動するよう制度設計がなされてい

るという事実から生まれる。図lに示した通り、軍事組織は和平が崩れて、平

和執行活動を担当し、戦闘に従事することを想定して制度設計がなされており、

それに必要な装備や訓練を保持しているからである。
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4 むすびにかえて-r大規模災害と軍事組織」特集の梗概

以上の考察を踏まえて、官頭の聞いに対する若干の回答を試みたい。まず、

人道支援・災害救援を新たな任務と捉えるか、それとも伝統的な任務と捉える

かは、各国の軍事組織の置かれた環境に左右される。米欧のように、冷戦終結

に伴って明確な「敵」を想定しなくなった諸国は、イラクやアフガニスタンで

の作戦に象徴されるように、遠征軍としての戦略空輸や兵描支援を重視し始め

た。遠征作戦に求められる能力や資産は、期せずして、軍によるHAlDR支援に

合致する。のみならず、こうしたグローパルな任務を担当することが時代の要

請であり、可視化された被災地の窮状に対応することは、軍事組織の新たな任

務として脚光を浴びることとなった。他方、アジア太平洋地域では、各国の軍

事組織が自らHAJDRに携わる傾向が認められ、これは冷戦期も冷戦後も変わら

ない現象であるといえる。以上を総合すれば、 HAJDRを新しい任務と見るか伝

統的任務として見るかは、各国の戦略文化に影響されるということもできょう。

次に、HA/DRで軍事組織が果たす役割とはどのようなものだろうか。軍事

組織が他のアクターと連携する際、「目に見える」機能として、軍事的な能力・

資産をクラスターごとに提供する方法がすでに定着しつつある。また軍事組織

の「目に見えないJ機能として、住民に安心感を与えることが指摘できるが、

その機能は軍事組織がHA/DRにどの程度コミットしているかによって左右さ

れる。つまり、軍事組織の活動や士気が、現地での評価を左右するのはいうま

でもない。

最後に、本特集号に収録する各論文の内容を紹介したい。まず、村上友章の「自

衛隊の災害派遣の史的展開」は、災害派遣が警察予備隊創設時から国民的支持

を獲得する上で必要な活動であったことを、一次史料を駆使して検証している。

当時、警察予備隊令には災害派遣の規定がなく、内閣総理大臣による治安出動

の規定を援用する以外に手段はなかった。その点を踏まえ、保安庁設置の時点

で地方公共団体からの「要請主義」へと移行した。そして、自衛隊は各都道府

県レベルで1個連隊を分散配備するという方向性の中で、わが国の防災システ

ムの中に組み入れられる。こうした全国規模での災害派遣態勢は、 1976年に採

択される基盤的防衛力構想と軌をーにするものとなる。村上論文は、自衛隊の

災害派遣の変選を辿ることを通じて、防衛力整備構想の外郭を描くという新し

い視点を提示している O

上野友也の「東日本大震災の災害対応」は、現地対策本部での筆者の経験を
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踏まえつつ、わが国の防災システム全体の中で自衛隊の災害派遣の位置づけを

再評価する試みである。上野は、津波によって被災自治体の行政機能が麻座す

るという例外的状況の中で、自衛隊の組織力と機動力を評価すると同時に、時

間の経過と状況の変化に応じて、徐々に民間の能力を活用するという視点を強

く打ち出している。そして民開業者が復旧し、政府の調達スキームが軌道に乗

るにつれて、避難所への物資配送、遺体配送等といった各分野で、民間への業務

移管が進められた様態を鮮やかに描き出している。このように、復旧・復興の

状況変化に応じて、企業やNPO・NGOなどの事業体との連携を進め、自衛隊

の災害対応任務を縮小するというプロセスは、軍事組織への過度の依存を回避

する上で貴重であろう。

秋山信将の「原発危機における自衛隊・日米同盟」は、戦後最大の国家的危

機にあって、日米両国の軍事組織と同盟が果たした役割を克明に描いている O

地震と津波による全電源喪失、原子炉における炉心溶融、水素爆発といった「想

定外」の事態が進行する中、自衛隊は「国家意思の象徴」としての活動を余儀

なくされた。もとより自衛隊は原子力災害において発電所敷地内での活動を予

定していなかったO しかし深刻化する原発危機の中、輸送ヘリによる空中から

の散水は、自衛隊が危険を顧みず活動することを内外に印象づけたのであった。

また、原発危機はワシントンとの「同盟管理jにも暗い影を落としていた。米

軍による救援・復興のためのトモダチ作戦は震災直後から展開していたが、核

セキュリティに対する認識のずれによって、フクシマをめぐる日米協議は当初、

激しい摩擦を生じた。この点、日米同盟の協議メカニズムにおける課題が広く

認i哉されることとなった。

日米共同の災害救援という視点は、続く上杉勇司の論文「沖縄県における大

規模災害に対する『減災八策.uで、より具体的に検討されている O 自然災害の

多発する日本では、地方公共団体のレベルでも防災措置が求められるが、沖縄

には次の2点で固有の特徴がある O まず、本土から地理的に離れているため災害

救援に海上・航空輸送に全面的に依存することである。次に、滅災のための重

要インフラが米軍の管理下にあるため、ワシントンとの全面的協力が求められ

ることである。この2点を踏まえれば、軍事組織による沖縄での災害救援を想定

した場合、海上・航空自衛隊のみならず、在日米軍による輸送力にも期待する

ことになろう。そのため沖縄に所在する日米共通の能力や資産を「公共財」と

して位置づけ、より包括的なネットワーク構築が求められるといえるだろう。

(よしざき とものり 防衛研究所理論研究部長)
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